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１．区域区分の二次検討（美祢都市計画区域） 

（１）検討の手順と一次検討の結果 

①人口 10万人未満の区域区分非設定区域における検討手順 

人口 10 万人に達しない非線引き都市計画区域にあっても、人口、土地利用、産業活動等の拡

大、開発プロジェクト等の影響で市街地拡大が予想される場合及び郊外部における自然的環境の

保全の必要性がある場合においては、区域区分の適用を検討する。また、線引き都市計画区域や

人口 10 万人以上の人口増加都市計画区域に隣接または近接する区域については、これら拠点都

市との一体的な都市計画区域の再編を前提として、区域区分制度の適用を検討する。 

 

 
 

  

今後の土地利用規制
への対応 

今後の土地利用規制
への対応 

都市計画区域 
の再編の検討 

チェックシート 

による評価 

区域区分非設定区域 

(人口 10 万人未満) 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 

二 
次 

検 

討 

区域区分適用の 

必要性が高い 

区域区分適用の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

 一次検討：定量的評価（都市計

画区域間の相対的な

判断） 

 二次検討：総合評価（都市計画

区域毎に固有の即地

的な判断） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

隣接・近接する都市計画区域 

との関連性 

ＹＥＳ 

将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
ＹＥＳ 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を適用しない 区域区分の適用 

・対象市 

町、関係

機関との 

調整 

等 

総合評価 ＮＯ 

判      定 

▲区域区分非設定区域(人口10万人未満)における区域区分適用要否の検討手順 
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②一次検討結果（広域方針より抜粋） 

区域区分適用の必要性が低い。 

 

Ｃ．区域区分適用の有無の検討チェックシート（人口１０万人未満） エリア名

＜検討項目＞ ＜評価指標＞ ＜判断基準＞

１）人口動向 過去 現在

10（5）年前 H27

1-1.都市計画区域内人口 10年前値＜現在値：「適合」 23,627 人 > 20,943 人 × : 不適合

1-2.都市計画区域内世帯数 10年前値＜現在値：「適合」 8,581 世帯 > 8,206 世帯 × : 不適合

1-3.DID人口 10年前値＜現在値：「適合」 - 人 = - 人 - ×　：不　適　合

1-4.市街化区域内（用途内）人口 5年前値＜現在値：「適合」 9,187 人 > 8,750 人 × : 不適合

1-5.市街化調整区域（用途白地）人口 5年前値＜現在値：「適合」 13,680 人 > 12,193 人 × : 不適合

２）土地利用動向 2-1.都市計画区域内開発許可面積（5年間） 5年前値＜現在値：「適合」 1734.20 ㎡/千人 < 2972.04 ㎡/千人 ○ : 適 合

○　：　適　合

2-2.都市計画区域内DID面積 10年前値＜現在値：「適合」 - k㎡ = - k㎡ -

３）産業動向 3-1.商業販売額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 -25.76 ％ < 36.22 ％ ○ : 適 合

3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域内） 過去値＜現在値：「適合」 1.99 ％ < 3.25 ％ ○ : 適 合 ○　：　適　合

3-3.観光入込客増減率（行政区域内） 過去値＜現在値：「適合」 18.57 ％ > -3.86 ％ × : 不適合

【一次検討による評価】

全　 て○：必要性は高い

1つ以上×：必要性は低い

※1-1.都市計画区域内人口、1-2.都市計画区域内世帯数、1-4.市街化区域内（用途内）人口、1-5.市街化調整区域（用途白地）人口は、総務省提供の人口データ（町丁字単位）に基づき、
　 境界を跨る区域については、都市計画基礎調査（H29)の建物件数により按分算出した値を掲載している
※2-1.都市計画区域内開発許可面積は、都市計画基礎調査より5年比較（過去（H19～H23合計）・現在（H24～H28合計））としている
※3-1.商業販売額増減率（都市計画区域集計）は、商業統計調査及び経済センサスより過去（H19/H9増減率）・現在（H28/H19増減率）の値を掲載している
※3-2.工業出荷額増減率（都市計画区域集計）は、工業統計調査より過去（H18/H8増減率）・現在（H28/H18増減率）の値を掲載している
※3-3.観光入込客増減率（行政区域内）については、山口県の宿泊者及び観光客の動向より3年比較（過去（H27/H25増減率）・現在（H29/H27増減率））としている

＜評価値＞ ＜指標別評価結果＞
＜項目別評価結果＞
※＜指標別評価結果＞のうち

1つ以上「〇」なら適合

×： 区域区分の
必要性は低い

美祢都市計画区域
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（２）検討の手順と二次検討 

①人口 10万人未満の区域区分非設定区域における区域区分適用の二次検討項目 

一次検討による区域区分適用の必要性検討を踏まえ、二次検討として、将来における市街地拡

大の可能性、郊外部における自然的環境の保全の必要性、隣接・近接する都市計画区域との関連

性、及び適用、非適用に際しての課題について整理した上で、総合的な視点から区域区分の適用

について判断する。 
 

検 討 項 目 検  討  内  容 

■将来における

市街地拡大の

可能性の検討 

人口の推移や産業の動向、大規模プロジェクトの影響等を踏まえ、市街地内にお

ける都市的土地利用の需要を見通すとともに、市街地内の土地利用の現況を把握

し、増加人口に伴う住宅用地や産業用地が現在の市街地に収容できるか否か、また、

市街地周辺におけるスプロール的拡散等についても検討する。その結果、市街地拡

大の可能性があると認められる場合には、区域区分制度の適用を検討する。 

■郊外部におけ

る自然的環境

の保全の必要

性の検討 

区域区分制度の効果として市街化調整区域における開発の抑止が考えられるこ

とから、他の法規制のない区域で自然的環境としての保全の必要性があると認めら

れる場合には、区域区分制度の適用を検討する。 

具体的には、次に示す資料等より、現在の法規制で自然的環境の保全が適切に図

られるか否かを検討する。 

・都市計画基礎調査（法適用現況図、協定締結区域の位置図、地区計画等の位置図） 

■隣接・近接す

る都市計画区

域との関連性

の検討 

線引き都市計画区域や人口10万人以上の人口増加都市計画区域に隣接または近

接する区域については、これら拠点都市との一体的な都市計画区域として再編する

ことを前提として、区域区分制度の適用を検討する。 

■区域区分を適

用しない場合

の課題の検討 

区域区分を適用しない場合の課題として、用途白地地域における別の土地利用規

制の適用可能性や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合等を検討す

る。 

別の土地利用規制としては、都市計画法以外の他法令による措置または区域区分

以外の都市計画制度による措置があり、いずれかの措置を適用することによって目

標とする都市像の実現に向けた規制・誘導が可能か否かを判断する。 

■区域区分を適

用する場合の

課題の検討 

区域区分を適用した場合の課題として、一定の人口密度を有する市街化区域の設

定や、周辺の都市計画区域における土地利用規制との整合、さらには市街化調整区

域における開発規制のあり方等を検討する。 

■総合評価によ

る区域区分適

用の要否の判

定 

以上の検討を行った上で、対象都市の将来像との整合や、対象市町・関係機関の

意向、及び地域特性・実情等についても十分に考慮し、総合的に判断して区域区分

の適用が望ましい場合、区域区分の適用を行う。 

 

■その他の土地

利用規制制度

の導入検討 

区域区分を適用しない場合又は適用する場合における他法令や区域区分以外の

都市計画制度等の導入について検討する。 

他法令による措置の例 区域区分以外の都市計画制度による措置の例 

・農業振興地域の整備に関する法律に規

定する農用地区域 

・森林法に規定する保安林区域等 

・自然公園法に規定する特別地域等 

・自然環境保全法に規定する原生自然環

境保全地域等 

・その他市町条例等による措置 

・景観計画による届出制度  等 

・地域地区の指定（用途地域、特定用途制限

地域、風致地区、景観地区、特別緑地保全

地区、伝統的建造物群保存地区等） 

・地区計画、集落地区計画の適用 

・用途白地地域における建築形態規制 

・開発規制（用途白地地域における開発許可

の最低規模基準の引き下げ） 

・立地適正化計画の策定 等 
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②将来における市街地拡大の可能性 

ア 人口推移や産業の動向 

総人口、都市計画区域内人口、用途地域内人口のいずれも減少している。 

産業については、工業は微増傾向、商業は近年微減傾向にあったが、2016年に増加している。 

 
（出典：行政区域人口・都計区域内人口・市街化区域内人口（または用途地域内人口）の値は国勢調査を

採用し、平成 17年市街化区域内人口（または用途地域内人口）にのみ、都市計画基礎調査を採用） 

 

 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成 28年経済センサス-活動調査） 

 

  

29,839 28,630 
26,159 

23,627 22,867 
20,943 

8,502 

9,187 8,750 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成17年 平成22年 平成27年

（人） 区域別の人口推移

行政区域人口 都市計画区域内人口 用途地域内人口

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

商業

（千万円）

工業

（千万円）
工業・商業の推移（美祢市）

工業（製造品出荷額）
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【参考：都市計画区域の工業・商業の推移】 

 

※都市計画区域の数値は旧市町の値を積み上げて算出した 

※合併後の旧市町の値は、合併前の旧行政区域の市全体に占める割合の推計値から算出した 

（出典：工業（工業統計調査）、商業（商業統計調査。H28(2016)のみ平成 28年経済センサス-活動調査） 
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イ 市街地内の土地利用の現況 

用途地域内に低未利用地が一定程度残されている。また、新たな人口増加を伴う大規模プロジ

ェクトもない。 

 

 

 

  

水面

その他の自然地田

畑

山林 商業用地

工業用地

住宅用地

交通施設用地

公共空地農林漁業施設用地

公益施設用地

道路用地

その他の空地

土地利用種別

用途地域

都市計画区域

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 

美祢都市計画区域　未利用地状況

自　　然　　的　　土　　地　　利　　用 都　　　市　　　的　　　土　　　地　　　利　　　用

農　　　地 宅　　　　　　　地

市
　
街
　
地
　
区
　
分

田 畑

山

林

水

面

そ

の

他

の

自

然

地

住

宅

用

地

商

業

用

地

工

業

用

地

公

共

・

公

益

用

地

道

路

用

地

交

通

施

設

用

地

そ

の

他

公

的

施

設

用

地

そ

の

他

の

空

地

農

林

漁

業

施

設

用

地

合
　
　
計

低
未
利
用
地
面
積

低
未
利
用
地
率

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

用途地域
指定区域

128.8 21.0 90.6 8.9 25.9 147.8 24.1 179.0 64.0 69.7 12.3 0.0 31.9 0.0 804.0 181.7 22.6%

用途地域
指定外区域

3,213.7 777.1 24,224.6 281.4 654.9 625.0 51.5 323.6 276.1 618.1 29.2 0.0 399.7 12.2 31,487.2 4,390.5 13.9%

合　　　計 3,342.6 798.1 24,315.2 290.2 680.8 772.9 75.6 502.6 340.1 687.8 41.5 0.0 431.5 12.2 32,291.2 4,572.2 14.2%

※公共空地は公共・公益用地として計上
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【参考：土地利用の変化】 
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ウ 市街地周辺におけるスプロール的拡散 

近年において、宅地開発許可はほとんど見られない。 

大型商業施設は、概ね用途地域内に立地している。 
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大型商業施設（1,000㎡以上）の分布 

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査、平成 28年 全国大型小売店総覧） 

凡例
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都市計画区域
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用途地域

宅地開発（開発許可）

都市計画区域

宅地開発許可の推移 
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③郊外部における自然的環境の保全の必要性 

用途白地地域のうち、大部分の田園環境については、農振農用地によりほぼ保全が図られてい

る。また、秋芳洞等の貴重な自然環境は、秋吉台国定公園として保全されている。 

今後、秋吉台国定公園周辺での観光関連開発等も予想され、自然・田園環境の保全対策が必要

となる。 

 

 

 

④隣接・近接する都市計画区域との関連性 

隣接する下関、宇部、山陽小野田及び長門都市計画区域は、地形的に分断されていることから、

土地利用規制の不整合は生じにくいと考えられる。 

（出典：国土数値情報） 

他法令による措置 

（出典：国土数値情報） 

都市計画制度による措置 
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（３）総合評価 

①区域区分を適用しない場合の課題 

ア 用途地域内の低未利

用地の増進 

・ 用途地域においては、低密度な地区が多く残っており、用途地域内の土地利

用の増進を図る必要がある。 

イ 用途白地地域におけ

る土地利用規制 

・ 田園環境の保全については、農振農用地によりほぼ担保が可能と考えられる

が、農振白地地域については、他の土地利用制度の導入等により活力を維持

しながら開発をコントロールしていく必要がある。 

・ 丘陵部の自然的緑地環境については、その良好な環境に適した保全を検討す

る必要がある。 

・ 既存集落や幹線道路沿道及び観光関連開発が予想される地区等においては、

土地利用の規制･誘導策を検討する必要がある。 

ウ 周辺都市計画区域の

土地利用規制との整

合 

・ 隣接する下関、宇部、山陽小野田、長門都市計画区域は、地形等で分断され

ているため不整合は生じない。 

 

②区域区分を適用する場合の課題 

ア 一定の人口密度を有

する市街化区域の設

定 

・ 平成 27年の用途地域の人口密度（可住地）＊は、平均約 20.8人/ha（可住地

面積：421.3ha）であり、地域特性を考慮した最低の指定基準値 40 人/ha よ

りも低いことから、現行の用途地域のうち将来的にも市街化される可能性が

低い区域については、市街化調整区域となる可能性が高い。 

イ 周辺都市計画区域の

土地利用規制との整

合 

・ 隣接する宇部、山陽小野田、長門都市計画区域は、非線引き都市計画区域で

あるが、それぞれの市街地は地形的に分断されており、整合性の問題はない。 

ウ 市街化調整区域にお

ける土地利用 

・ 現行の用途白地地域は、自然的環境等が守られる一方で、現在は認められて

いる開発も市街化調整区域として制限される。 

・ このような市街化調整区域となる地区、特に用途地域からの変更となる地区

でのコンセンサスを得ることが困難であると考えられる。 

※ 用途地域内外の可住地面積は、平成 29年都市計画基礎調査より 
※ 用途地域内外の人口密度（可住地）は、平成 29年都市計画基礎調査から可住地按分により算出 
 

 
行政区域 都計区域 用途地域 

60人/ha以上の地区 40人/ha以上の地区 

人口 面積 人口 面積 

平成 17年 29,839人 23,627人 8,502人 1,433人 32ha 2,644人 73ha 

平成 22年 28,630人 22,867人 9,187人 1,461人 32ha 2,701人 73ha 

平成 27年 26,159人 20,943人 8,750人 - - - - 

※行政区域人口・都計区域人口・用途地域人口の値は国勢調査を採用し、平成 17年市街化区域人口にのみ、H29都市計画基礎調査を採

用 

※60人/ha以上の地区・40人/ha以上の地区の人口と面積は、H29都市計画基礎調査より算出 
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小地域による人口分布（可住地人口密度） 

（出典：平成 29年 都市計画基礎調査） 

100mメッシュによる人口分布 

（出典：平成 27年 国勢調査、国総研 将来予測ツール） 

用途地域

都市計画区域

：20～30人未満

：10～20人未満

：3～10人未満

：0～3人未満

100mメッシュ人口（1ha)

用途地域拡大図 

 



 36 

③判定 

本都市計画区域は、開発圧力が強くなく、人口も減少傾向にあることなどから、市街地拡大の

可能性は低いと判断される。 

したがって、区域区分を定めず、建築形態規制に加え、特定用途制限地域の適用等、他の土地

利用制度の導入等によって用途白地地域の土地利用のコントロールを図るものとする。 

 

④今後の土地利用規制への対応 

 

ア 用途白地地域におけ

る土地利用規制 

・ 用途白地地域については、建築形態規制に加え、特定用途制限地域の適用

等を行い、田園環境との調和に配慮した土地利用の規制･誘導を行う。 

・ 丘陵部の自然的緑地の保全については、風致地区、特別緑地保全地区等の

適用を検討する。 

・ 既存集落や幹線道路沿道等においては、地区計画、特定用途制限地域の適

用等による土地利用の規制･誘導を図る。 

イ 周辺都市計画区域の

土地利用規制との整

合 

・ 隣接する宇部、山陽小野田、長門都市計画区域（非線引き都市計画区域）

との整合を図るため上記の用途白地地域における土地利用の規制･誘導を

行う。 
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■区域区分の検討結果 

 

 

今後の土地利用規制
への対応 

今後の土地利用規制
への対応 

都市計画区域 
の再編の検討 

チェックシート 

による評価 

区域区分非設定区域 

(人口 10 万人未満) 

ＹＥＳ 

一
次
検
討 

二 

次 

検 

討 

区域区分適用の 

必要性が高い 

区域区分適用の 

必要性が低い 

ＮＯ 

（注） 

 一次検討：定量的評価（都市計

画区域間の相対的な

判断） 

 二次検討：総合評価（都市計画

区域毎に固有の即地

的な判断） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

隣接・近接する都市計画区域 

との関連性 

ＹＥＳ 

将来における市街地拡大の可能性 

ＮＯ 

郊外部における自然的環境の保全の必要性 
ＹＥＳ 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用する場合の 

課題の検討 

区域区分を 

適用しない場合の 

課題の検討 

区域区分を適用しない 区域区分の適用 

・対象市 

町、関 

係機関と 

の調整 

等 

総合評価 ＮＯ 

判      定 


